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サポート要件と実施可能要件の重なりを解く
～裁判例の分析による類型化の試み～

第１　サポート要件と実施可能要件の一般論

１　はじめに
　サポート要件（特許法36条６項１号）と実施可能要件（同36条４項１号）は、特許を受けるに
際して必要な事項の開示を求めるものであり、要件を欠くと拒絶査定や無効審判の対象となる

（同49条４号、同123条１項４号）。
　この点、サポート要件は特許請求の範囲、実施可能要件は発明の詳細な説明の各記載を対象と
するが、実務家の現場感覚としては、両者はしばしば「重なる」ものとして語られる。確かに、
明細書に発明の内容が当業者に実施可能な程度に記載されていない場合には、明細書に記載がな
い範囲までクレームアップされていると評価されることがあるだろう。他方、明細書に記載がな
い範囲までクレームアップされている場合には、明細書の記載を参照してもクレームアップされ
た発明を実施できないと評価されることもあるだろう。両者が重なるものとして語られ、実際
に、侵害訴訟や無効審判の現場において同時に主張され、同時に判断対象となる局面が多いの
は、この意味で自然である。もっとも、両者は、それぞれ別の趣旨に基づき別の条項に規定され
ており、要件も異なる。裁判例を俯瞰しても、同一の不備を異なる名称で言い換えたものとして
両者を扱っているとは考えられない。
　そこで、本稿は、サポート要件と実施可能要件の一方ないし双方につき判示事項を含む複数の
裁判例を素材として、両者の区別を明らかにした後、重なりがちになる理由を紐解くことを試み
る。
　
２　区別に関する一般論
　サポート要件と実施可能要件の区別は、知財高判平成29年２月２日１の以下の判示事項におい
て、端的に説明されている。

辻本法律特許事務所　所長
弁護士　弁理士　ニューヨーク州弁護士　辻本　希世士

Vol. 11　No. 129 知財ぷりずむ　2013年６月― 13 ―

発明等の出願前公知の意義と
意に反する公知に関する総合的考察

第１　はじめに

　特許出願前に公知になった発明、公然実施された発明、及び、刊行物に記載され又は電気通信
回線を通じて公衆に利用可能となった発明は特許を受けることができず（特許法29条１項）、仮
に登録が認められてもその特許権は無効審判により無効とされる（同法123条１項２号）。実用新
案や意匠についても同様である（実用新案法３条１項、同法37条１項２号、意匠法３条１項１・
２号、同法48条１項１号）。例えば、イチゴをくりぬいてアイスクリームを充填した菓子に関す
る発明につき、出願前に実施品が市場で販売されていたことが認定され、発明等が公知ないし公
然実施により新規性欠如に基づく無効理由を包含するとして、特許権者である原告の請求が棄却
された裁判例もある（東京地裁平成16年12月28日判決１）。
　では、何らかの手違い等で出願前に実施品が外部に流出してしまうと、その発明等はすべて新
規性がないと判断されてしまうのか。上記裁判例のように実施品が本格的に市場で流通したとま
で認定されてしまうと発明等が公知になったと評価されてもやむを得ないであろうが、通常、実
施品は、まずもって特定の取引先にサンプル提示されるとか、展示会に出品されるのであり、発
明等が公知になったと評価すべき時点を具体的に特定することは必ずしも容易ではない。また、
公知になったとしても例外的に新規性を喪失しないと評価される場合もあることからすれば、発
明等の有効性の有無を判断することは困難を伴うとすらいえる。
　そこで、本稿では、これらの問題点につき主要な裁判例を概括的に俯瞰しつつ現在における制
度を総合的に整理してみるとともに、同整理を踏まえて、発明等の実施品を取引先にサンプルと
して提示したり展示会に出品したりする前にとるべき対応等を併せて検討する。

第２　一般論の整理

１　規範１－原則論
　上記第１でも触れたように、発明等の実施品は、本格的に市場で販売される前に、販促活動等
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１　平成15年（ワ）第19733号。裁判所ウェブ。なお、この裁判例では被告製品が原告特許権の技術的範
囲にも属しないとの判断も示されたが、原告の特許権は新規性欠如を理由とする無効理由を包含する
ため権利行使は認められないとの判断も同時に示された。

１　平成27年（行ケ）第10249 号等・裁判所ウェブサイト




